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公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美
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�
�

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程

(

昭
和
二
十
八
年
島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

第
五
章

投
票｣

を

｢

第
五
章

投
票
及
び
期
日
前
投
票｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

投
票
管
理
者
か
ら
、｣

を
削
る
。

第
三
十
二
条
中

｢

法
第
四
十
九
条
の
投
票
、
投
票
用
紙｣

を

｢

保
管
す
る
投
票
用
紙｣

に
、

｢

法
第
四

十
九
条
の
投
票
等｣

を

｢

保
管
す
る
投
票
用
紙
等｣

に
、

｢

別
記
第
二
十
七
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
三
十

四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

期
日
前
投
票
に
お
け
る
関
係
規
定
の
適
用
の
特
例)


�
�
�
�
�
�

期
日
前
投
票
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
し
、
第
十
五
条
の
二
、
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

平成��年��月�日 号外第���号(�)

第
二
十
五
条

第
一
項

第
二
十
四
条

第
二
十
条

第
十
九
条
第

二
項

第
十
九
条
第

一
項

第
十
七
条
第

二
項

第
十
六
条

第
十
五
条

投
票
管
理
者
は

投
票
調
表

別
記
第
十
六
号
様
式

投
票
管
理
者
は

投
票
所

投
票
所

法
第
四
十
一
条
第
二

項 別
記
第
十
二
号
様
式

投
票
所

法
第
四
十
一
条
第
一

項 別
記
第
十
一
号
様
式

投
票
所

法
第
四
十
条
第
一
項

別
記
第
十
号
様
式

法
第
三
十
八
条
第
一

項
又
は
第
二
項

別
記
第
九
号
様
式

別
記
第
八
号
様
式

法
第
三
十
七
条
第
二

項

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所

を
設
け
る
期
間
の
末
日
に

期
日
前
投
票
調
表

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所

を
設
け
る
期
間
の
各
日
に
お
い
て

期
日
前
投
票
所

期
日
前
投
票
所

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項

別
記
第
十
二
号
様
式
の
二

期
日
前
投
票
所

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二

期
日
前
投
票
所

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
さ
れ
る
法
第
四
十
条
第
一
項

別
記
第
十
号
様
式
の
二

法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項

別
記
第
九
号
様
式
の
二

別
記
第
八
号
様
式
の
四

法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項

号
外
第
一
三
五
号

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

(

月
曜
日)

�
�

�
�
�
	

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

一
一

���������
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

���������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



島 根 県 報

(

期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
閉
鎖
後
の
処
置)

�
�

�
�

�
�

�

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
期
間
の
各
日

(

末
日
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
閉
鎖
し
た
投
票
箱
、
封
印
し
た
投
票
箱
の
か
ぎ
、
投
票
録
及
び
選
挙

人
名
簿
の
抄
本
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
か
ぎ
の
あ
る
場
所
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

期
日
前
投
票
に
関
す
る
市
町
村
委
員
会
の
処
置)

�
�
�
�
�
�
�

第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
五
条
、
前
条
及
び

第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
市
町
村
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
、
投
票
箱
の

か
ぎ
、
投
票
録
及
び
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
等
の
送
致
を
受
け
た
と
き
、
こ
れ
ら
を
保
管
す
る
と
き
及
び

こ
れ
ら
を
開
票
管
理
者
へ
送
致
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
中

｢

令
第
五
十
六
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

、
同

第
五
十
七
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

、
同
第
五
十

八
条
第
一
項

(

船
員
並
び
に
入
院
中
及
び
未
決
拘
禁
中
の
者
等
の
不
在
者
投
票)

及
び｣

を

｢

令
第
五
十

六
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

、
同
第
五
十
七
条
第

一
項
及
び
第
二
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

、
同
第
五
十
八
条
第
一
項

(

船

舶
、
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
監
獄
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

、｣

に
、

｢

及
び
同
第
六
十
五
条
の
十
四｣

を

｢

並
び
に
同
第
六
十
五
条
の
十
四｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中

｢

第
三
項｣

を

｢

令
第
五
十
七
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
五

十
五
条
及
び
令
第
四
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
管
理
者
が
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
た
と
き

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
二
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

投
票
所｣

を

｢

投
票
所
、
期
日
前
投
票
所｣

に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
の
三
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (�)

第
三
十
条
第

一
項

第
二
十
六
条

第
一
項

第
二
十
五
条

第
二
項

を
開
票
管
理
者

第
二
十
四
条

別
記
第
十
八
号
様
式

に
よ
る

左
に
掲
げ
る
書
類
及

び
物
件
を
送
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

投
票
調
表

(

第

十
六
号
様
式)

二

令
第
六
十
五
条

(

投
票
所
閉
鎖
後

送
致
を
受
け
た
不

在
者
投
票)

の
規

定
に
よ
る
不
在
者

投
票

開
票
管
理
者

選
挙
人
名
簿

を
市
町
村
委
員
会
及
び
開
票
管
理
者

第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
四
条

別
記
第
十
八
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
た

期
日
前
投
票
調
表

(

第
十
六
号
様
式
の
二)

を
送
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
委
員
会

選
挙
人
名
簿
の
抄
本



島 根 県 報平成��年��月�日 号外第���号(�)

������� (第��条の�)

住 所

氏 名

平成何年何月何日行う何選挙における (何月何日) (何月何日から何月何日の間) の (第何) 期日前投票所の投

票管理者 (投票管理者職務代理者) に選任する｡

平成何年何月何日

何市 (町) (村) 選挙管理委員会委員長 氏 名 印



島 根 県 報

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (�)

�
�
�
�
�
�
�
(

第
三
十
二
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

平
成
何
年
何
月
何
日
行
う
何
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
並
び
に
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り
又
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
、
次
の
と
お

り
定
め
た
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

期
日
前
投
票
所
名

住

所
投

票

管

理

者

氏

名

職
務
を
行
う
期
日

住

所 投

票

管

理

者

職

務

代

理

者

氏

名

職
務
を
行
う
期
日



島 根 県 報

第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(�)

�������� (第��条の�)

住 所

氏 名

平成何年何月何日行う何選挙における (何月何日) (何月何日から何月何日の間) の (第何) 期日前投票所

の投票立会人に選任する｡

平成何年何月何日

何市 (町) (村) 選挙管理委員会委員長 氏 名 印

又は何市 (町) (村) (第何) 期日前投票所投票管理者 氏 名 印



島 根 県 報

第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (�)

�
�
�
�
�
�
�
�
(

第
三
十
二
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

平
成
何
年
何
月
何
日
行
う
何
選
挙
に
つ
き
、
公
職
選
挙
法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
第
四
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
第
何
期
日
前
投
票
所
の
開
始

(

閉
鎖)

時
刻
を
次
の
と
お
り
繰
り
下
げ
る
。(

繰
り
上
げ
る
。)

平
成
何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

開
始

(

閉
鎖)

時
刻

何

時



島 根 県 報

第
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(�)

�
�
�
�
�
�
�
�
(

第
三
十
二
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

平
成
何
年
何
月
何
日
行
う
何
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
を
次
の
と
お
り
設
け
る
。

平
成
何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
所

何
市

(
町)

(

村)
(

大
字
何)

何
番
地
何
々

(

二
以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合)

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

期
日
前
投
票
所
名

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
所

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
期
間



島 根 県 報

第
十
五
号
様
式
中

｢

第
何
投
票
所｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
、

｢

投
票
所

の
事
務｣

を｢

投
票
所(

期
日
前
投
票
所)

の
事
務｣

に
改
め
、｢

第
何
投
票
区｣

の
下
に｢

(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
る
。

第
十
六
号
様
式
中

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (�)

������ (第��条)

第何投票区

(その�) 投 票 調

区 分 男 女 計

� 平成何年何月何日現在の登録者数 人 人 人

� 上記�の現在日以後法第��条の規定により登録した者の数

	 上記�の現在日以後法第��条の規定により抹消した者の数


 上記�の現在日以後法第��条の規定により補正登録をした者の数

上記�の現在日
以後法第��条の
規定により抹消
した者の数

� 死亡者

� 他市町村転出者 (
カ月経過した者)

� 誤載者

� 計 (�＋�＋�)

令第�条の規定
により登録の移
替えをした者の
数

� 他の投票区への移替者 △ △ △

� 他の投票区からの移替者

� 計 (�＋�)

� 選挙当日の登録者数 (�＋�―	＋
―�＋�)

選挙権を有しな
い者の数

� 犯罪失格者

� 他市町村転出者

� 計 (�＋�)

� 確定判決により入場した者の数

��
期日前投票を行った者のうち選挙の期日までの間に選挙権を有しな
くなった者の数

�� 選挙当日の有権者数 (�―�＋�＋��)

選挙当日の有権
者数のうち

投票者数

� 投票所における投票者数

� 不在者投票者数

�� 計 (�＋�)

�� 期日前投票者数

�� 合計 (��＋��)

棄権者数

投票率 ％ ％ ％

��計 (投票所に
おける投票者数
＋不在者投票者
数) のうち

点字投票をした者の数 人

代理投票をした者の数

不在者投票をした者の数



島 根 県 報

第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(�)

�������� (第��条の�)

(第何) 期日前投票所

(その�) 期日前投票調

(その�) 仮投票調

� 公職選挙法第��条による仮投票

� 公職選挙法施行令第	�条による (代理投票の) 仮投票

(その
) 代理投票調

区 分 男 女 計

期日前投票者数 人 人 人

期日前投票者数
のうち

点字投票をした者の数

代理投票をした者の数

名簿番号 選挙人氏名 拒否の理由 仮投票をさせた理由 不服又は異議の理由

名簿番号 選挙人氏名 拒否の理由 仮投票をさせた理由 不服又は異議の理由

名簿番号
選挙人
氏 名

補助者氏名

理 由

名簿番号
選挙人
氏 名

補助者氏名

理 由

身体の
故障

その他
身体の
故障

その他



島 根 県 報

第
十
七
号
様
式
中

｢

何
市

(

町)
(

村)

第
何
投
票
区｣

を

｢

第
何
投
票
区

(
(

第
何)

期
日
前
投
票

所)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中

｢
(

開
票)

区｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
る
。

第
二
十
七
号
様
式

削
除

第
三
十
三
号
様
式
中

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

������ (第��条)

何 選 挙 調 表

何開票区

(その�) 選挙人及び投票者調

区 分 男 女 計

� 平成何年何月何日現在の登録者数
人 人 人

� 上記�の現在日以後法第��条の規定により登録した者の数

	 上記�の現在日以後法第��条の規定により抹消した者の数



上記�の現在日以後法第��条の規定により補正登録をした者の
数

上記�の現在日
以後法第��条の
規定により抹消
した者の数

� 死亡者

� 他市町村転出者 (
カ月経過した者)

� 誤載者

 計 (�＋�＋�)

令第��条の規定
により登録の移
替えをした者の
数

� 他の投票区への移替者 △ △ △

� 他の投票区からの移替者

� 計 (�＋�)

� 選挙当日の登録者数 (�＋�―	＋
―＋�)

選挙権を有しな
い者の数

� 犯罪失格者

� 他市町村転出者

� 計 (�＋�)

� 確定判決により入場した者の数

��
期日前投票を行った者のうち選挙の期日までの間に選挙権を有
しなくなった者の数

�� 選挙当日の有権者数 (�―�＋�＋��)

選挙当日の有権
者数のうち

投票者数

棄権者数

投票率
％ ％ ％

投票者数のうち

点字投票をした者の数
人

代理投票をした者の数

不在者投票をした者の数

期日前投票をした者の数



島 根 県 報

第
四
十
四
号
様
式
中｢

投
票
所
表
札｣

を｢

投
票
所
・
期
日
前
投
票
所
表
札｣

に
改
め
、｢

何
市(

町)

(
村)
何
選
挙
投
票
所｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
る
。

�
�

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美

�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
事
務
取
扱
規
程

(
昭
和
二
十
九
年
島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

第
四
章

投
票｣

を

｢

第
四
章

投
票
及
び
期
日
前
投
票｣
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

準
用
公
選
令｣

を

｢

準
用
す
る
公
選
令｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

法
第
九
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
選
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
投

票
、
投
票
用
紙｣

を

｢

保
管
す
る
投
票
用
紙｣

に
、

｢

準
用
公
選
法
第
四
十
九
条
の
投
票
等｣

を

｢

保
管

す
る
投
票
用
紙
等｣

に
、

｢

別
記
第
二
十
四
号
様
式｣

を

｢

別
記
第
三
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

期
日
前
投
票
に
お
け
る
関
係
規
定
の
適
用
の
特
例)

�
�
�
�
�
�
�

期
日
前
投
票
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
し
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

平成��年��月�日 号外第���号(��)

第
十
二
条

別
記
第
八
号
様
式

別
記
第
七
号
様
式

公
選
法
第
三
十
七
条

第
二
項

別
記
第
八
号
様
式
の
二

別
記
第
七
号
様
式
の
二

公
選
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
公
選
法
第
三
十
七
条
第
二
項

第
二
十
一
条

第
一
項

第
二
十
条

第
十
六
条

第
十
五
条

第
十
四
条
第

二
項

第
十
三
条

左
に
掲
げ
る
書
類
及

び
物
件
を
送
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

投
票
調
表

(

第

十
五
号
様
式)

二

令
第
九
条
で
準

用
す
る
公
選
令
第

六
十
五
条

(

投
票

所
閉
鎖
後
送
致
を

受
け
た
不
在
者
投

票)
の
規
定
に
よ

開
票
管
理
者

選
挙
人
名
簿

投
票
管
理
者
は

投
票
調
表

別
記
第
十
五
号
様
式

投
票
管
理
者
は

投
票
所

別
記
第
十
一
号
様
式

投
票
所

別
記
第
十
号
様
式

令
第
六
条
第
三
項

別
記
第
九
号
様
式

公
選
法
第
三
十
八
条

第
一
項
又
は
第
二
項

期
日
前
投
票
調
表

(

第
十
五
号
様
式
の
二)

を
送
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
委
員
会

選
挙
人
名
簿
の
抄
本

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所

を
設
け
る
期
間
の
末
日
に

期
日
前
投
票
調
表

別
記
第
十
五
号
様
式
の
二

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所

を
設
け
る
期
間
の
各
日
に
お
い
て

期
日
前
投
票
所

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二

期
日
前
投
票
所

別
記
第
十
号
様
式
の
二

令
第
七
条
第
三
項

別
記
第
九
号
様
式
の
二

公
選
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
公
選
法
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二

項



島 根 県 報

(

期
日
前
投
票
所
の
投
票
箱
閉
鎖
後
の
処
置)

�
�

�
�

�
�

�

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
は
、
当
該
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
期
間
の
各
日

(

末
日
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
閉
鎖
し
た
投
票
箱
、
封
印
し
た
投
票
箱
の
か
ぎ
、
投
票
録
及
び
選
挙

人
名
簿
の
抄
本
等
の
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
か
ぎ
の
あ
る
場
所
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

期
日
前
投
票
に
関
す
る
市
町
村
委
員
会
の
処
置)

�
�
�
�
�
�
�

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
一
条
、
前
条
及
び

第
三
十
七
条
の
規
定
は
、
市
町
村
委
員
会
が
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
投
票
箱
、
投
票
箱
の

か
ぎ
、
投
票
録
及
び
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
等
の
送
致
を
受
け
た
と
き
、
こ
れ
ら
を
保
管
す
る
と
き
及
び

こ
れ
ら
を
開
票
管
理
者
へ
送
致
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
中

｢

令
第
九
条
で
準
用
す
る
公
選
令
第
五
十
六
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
に

お
け
る
不
在
者
投
票)

、
同
第
五
十
七
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
お
け
る

不
在
者
投
票)

及
び
同
第
五
十
八
条
第
一
項

(

船
員
並
び
に
入
院
中
及
び
未
決
拘
禁
中
の
者
等
の
不
在
者

投
票)

｣

を

｢

令
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
選
令
第
五
十
六
条
第
一
項

(

選
挙
人
の
属
す
る
市
町
村

以
外
の
市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
投
票)

、
同
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

(

選
挙
人
の
属
す
る

市
町
村
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

並
び
に
同
第
五
十
八
条
第
一
項

(

船
舶
、
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
監
獄

等
に
お
け
る
不
在
者
投
票)

｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中

｢

令
第
九
条
で｣

を

｢

令
第
九
条
に
お
い
て｣

に
、

｢

第
三
項｣

を

｢

同
第
五
十

七
条
第
二
項｣

に
、

｢

投
票
管
理
者｣

を

｢

関
係
の
あ
る
投
票
管
理
者

(

指
定
投
票
区
を
指
定
し
て
い
る

場
合
に
は
、
指
定
投
票
区
の
投
票
管
理
者
を
含
む
。)｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
九
十
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
選
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
第
五
十
五
条
及
び
令
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
選
令
第

四
十
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
開
票
管
理
者
が
投
票
箱
等
の
送
致
を
受
け
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
五
十
四
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

投
票
所｣

を

｢

投
票
所
、
期
日
前
投
票
所｣

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

第
二
十
五
条

第
一
項

第
二
十
二
条

第
一
項

第
二
十
一
条

第
二
項

を
開
票
管
理
者

第
二
十
条

別
記
第
十
七
号
様
式

に
よ
る

る
不
在
者
投
票

を
市
町
村
委
員
会
及
び
開
票
管
理
者

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
十
条

別
記
第
十
七
号
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
た



島 根 県 報平成��年��月�日 号外第���号(��)

������� (第��条の�)

住 所

氏 名

何年何月何日行う何海区漁業調整委員会委員選挙における (何月何日) (何月何日から何月何日の間) の (第何)

期日前投票所の投票管理者 (投票管理者職務代理者) に選任する｡

何年何月何日

何市 (町) (村) 選挙管理委員会委員長 氏 名 印



島 根 県 報

第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

�
�
�
�
�
�
�
(

第
二
十
七
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

何
年
何
月
何
日
行
う
何
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
並
び
に
投
票
管
理
者
に
事
故
が
あ
り
又
は
投
票
管
理
者
が
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

べ
き
者
を
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

期
日
前
投
票
所
名

住

所
投

票

管

理

者

氏

名

職
務
を
行
う
期
日

住

所 投

票

管

理

者

職

務

代

理

者

氏

名

職
務
を
行
う
期
日



島 根 県 報

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(��)

������� (第��条の�)

住 所

氏 名

何年何月何日行う何海区漁業調整委員会委員選挙における (何月何日) (何月何日から何月何日の間) の

(第何) 期日前投票所の投票立会人に選任する｡

何年何月何日

何市 (町) (村) 選挙管理委員会委員長 氏 名 印

又は何市 (町) (村) (第何) 期日前投票所投票管理者 氏 名 印



島 根 県 報

第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

�
�
�
�
�
�
�
(

第
二
十
七
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

何
年
何
月
何
日
行
う
何
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
に
つ
き
、
漁
業
法
施
行
令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
何
期
日
前
投
票
所
の
開
閉
時
刻
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

開
始
時
刻

何

時

閉
鎖
時
刻

何

時



島 根 県 報

第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(��)

�
�
�
�
�
�
�
�
(

第
二
十
七
条
の
二)

何
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
何
号

何
年
何
月
何
日
行
う
何
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
に
お
け
る
期
日
前
投
票
所
を
次
の
と
お
り
設
け
る
。(

変
更
す
る
。)

何
年
何
月
何
日

何
市

(

町)
(

村)

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

氏

名

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
所

何
市

(
町)

(

村)
(

大
字
何)

何
番
地
何
々

(

二
以
上
の
期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
合)

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

第
何
期
日
前
投
票
所

期
日
前
投
票
所
名

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
場
所

期
日
前
投
票
所
を
設
け
る
期
間



島 根 県 報

第
十
四
号
様
式
中

｢

第
何
投
票
所｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
、

｢

投
票
所

の
事
務｣

を｢

投
票
所(

期
日
前
投
票
所)

の
事
務｣

に
改
め
、｢

第
何
投
票
区｣

の
下
に｢

(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
る
。

第
十
五
号
様
式
中

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

������ (第��条)

何海区漁業調整委員会委員何選挙投票調表

第何投票区

(その�) 投 票 調

区 分 男 女 計

� 選挙人名簿確定の日においてこれに登録された者の総数
人 人 人

� 法第�	条第
項の規定による確定判決書により登録した者の数

法第�	条第
項
の規定により修
正した者の数

� 死亡者 (解散)

� 確定判決による抹消者

� 計 (�＋�)

選挙権を有しな
い者の数

� 誤載者

� 犯罪失格者

� 他の海区の市町村転出者

� その他

� 計 (�＋�＋�＋�)

 確定判決書等により入場した者の数



期日前投票を行った者のうち選挙の期日までの間に選挙権を有しな
くなった者の数

� 選挙当日の有権者数 (�＋�―�―�＋＋
)

選挙当日の有権
者数のうち

投票者数

� 投票所における投票者数

� 不在者投票者数

� 計 (�＋�)

� 期日前投票者数

�� 合計 (�＋�)

棄権者数

投票率
％ ％ ％

�計 (投票所に
おける投票者数
＋不在者投票者
数) のうち

点字投票をした者の数
人

代理投票をした者の数

不在者投票をした者の数



島 根 県 報

第
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(��)

�������� (第��条の�)

何海区漁業調整委員会委員何選挙期日前投票調表

(第何) 期日前投票所

(その�) 投 票 調

(その�) 仮投票調

� 法第�	条第�項で準用する公選法第�
条による仮投票

� 令第�条で準用する公選令第	�条による (代理投票の) 仮投票

(その�) 代理投票調

区 分 男 女 計

期日前投票者数 人 人 人

期日前投票者数
のうち

点字投票をした者の数

代理投票をした者の数

名簿番号
選挙人氏名
(法人の名称)

拒否の理由 仮投票をさせた理由 不服又は異議の理由

名簿番号
選挙人氏名
(法人の名称)

拒否の理由 仮投票をさせた理由 不服又は異議の理由

名簿番号

選挙人
氏 名
(法人の
名称)

補助者氏名

理 由

名簿番号

選挙人
氏 名
(法人の
名称)

補助者氏名

理 由

身体の
故障

その他
身体の
故障

その他



島 根 県 報

第
十
六
号
様
式
中

｢

何
市

(

町)
(

村)

第
何
投
票
区｣

を

｢

第
何
投
票
区

(
(

第
何)

期
日
前
投
票

所)
｣

に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中

｢
(

開
票)

区｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加
え
る
。

�
�
�
�
�
�
�

削
除

第
三
十
号
様
式

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月�日 号外第���号 (��)

������ (第��条､ 第��条)

何海区漁業調整委員会委員何選挙調表

何開票区

(その�) 選挙人及び投票者調

区 分 男 女 計

� 選挙人名簿確定の日においてこれに登録された者の総数
人 人 人

� 法第	
条第�項の規定による確定判決書により登録した者の数

法第	
条第�項
の規定により修
正した者の数

� 死亡者 (解散)

� 確定判決による抹消者

� 計 (�＋�)

選挙権を有しな
い者の数

� 誤載者

� 犯罪失格者

� 他の海区の市町村転出者

� その他

 計 (�＋�＋�＋�)

� 確定判決書等により入場した者の数

�
期日前投票を行った者のうち選挙の期日までの間に選挙権を有
しなくなった者の数

� 選挙当日の有権者数 (�＋�―�―＋�＋�)

選挙当日の有権
者数のうち

投票者数

棄権者数

投票率
％ ％ ％

投票者数のうち

点字投票をした者の数
人

代理投票をした者の数

不在者投票をした者の数

期日前投票をした者の数



島 根 県 報

第
三
十
九
号
様
式
中｢

投
票
所
表
札｣

を｢

投
票
所
・
期
日
前
投
票
所
表
札｣

に
改
め
、｢

何
市(

町)

(
村)
何
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙
投
票
所｣

の
下
に

｢
(
(

第
何)

期
日
前
投
票
所)

｣

を
加

え
る
。�

�

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年��月�日 号外第���号(��)



平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報平成��年��月�日 号外第���号 (��)


